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論 文 要 旨 
 

学籍番号 82033236 氏 名 久保 佑貴 

 

論 文 題 目：ユーザーの健康維持を目指すHealth Action Support 

Systemのアーキテクチャ定義 

人々の健康維持を目指す取り組みは,情報技術の進展とともに世界中で加速している.日本の医療制

度としては,昭和 30 年以降,国民皆保険制度,平成 10 年以降,介護保険制度が政府主導で整備されて

きた.近年では国民の健康増進運動である「健康日本 21」を中心とした取り組みがある.このように日本

では政府が自治体や民間企業を巻き込みながら着実に平均寿命や健康寿命を世界ランキング１位となる

ほどに延伸してきたと言える.一方,日本での医療の実態を見ると,年間あたりで日本人は OECD 諸国の

約２〜３倍の回数,医療機関を受診し,薬剤処方については約４倍に至っている.これは個人が日本の充

実した医療制度の恩恵を受けて,その権利を十分に行使した結果と捉えられる.しかしながら,個人が自身

の健康を医師に託しすぎており,個人が自らの健康行動に対する自由と責任を正当に持てていないと考

えられ,人間の尊厳に関わる課題と言える.また近年,日常的な健康相談窓口機能として欧米諸国で普及

しているプライマリーケアに代わる「かかりつけ医」や「かかりつけ薬局」が構想されているが,日本の医療

制度下では普及しておらず,日本版プライマリーケアの仕組みの検討が必要と考える. 

本研究では,未病段階から個人の健康に寄り添い,健康に関する専門家から情報収集でき,行動の意思

決定を支援する仕組みを定義する.このシステムでは日常生活から有識者へ相談が行うことのできる選

択肢を用意することで,健康維持につながる生活習慣を共に作り上げることでひいては生活習慣病を中

心とした医療費削減の可能性を探る.このため,官民のデジタルヘルスケアの取組状況について,最先端

の取組を調査しまとめた上で,その延長上に Health Action Support System （HASS）を検討して

いる.HASS は,事前に Personal Health Record （PHR）等の個人情報をユーザーが登録すること

で,専門家（Health Action Supporter （HAS））がユーザーの健康の悩み相談に乗り,ユーザーが自

ら意思決定することを支援するものとしている.HASS に関する仕様およびアーキテクチャを定義し,社会

への実装による新たなデジタルコミュニティ形成の可能性や課題について論じるとともに,HASS のアー

キテクチャ検証と同分野の取組に着手している有識者や薬剤師へのヒアリングによる妥当性確認を行い,

より実現可能性の高いアーキテクチャへの修正と考察を行なっている. 

最後に課題としては,健康相談の総合性担保に関する課題やコミュニティで流通する健康情報の質を

担保する機能の公正・公平性の問題,健康データ利活用および健康を届けるシステムを提供する社会的

責任の課題が存在するが,人間とデジタルがうまく補完し合うことによってこれらの課題解決の兆しが見

えつつある.HASSの実現により,日本人のヘルスリテラシー向上を日本人の互助によって

向上させ,多くの国民が自由と責任を持って健康維持を選択していく世界を実現して

いきたい. 

 

 

キーワード（5語）：医療費増大,健康寿命延伸,人間の尊厳,プライマリーケ

ア,コミュニティ形成 
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第1章 緒言 

1.1 研究の背景 

1.1.1 日本の健康を取り巻く環境について 

 人々の健康に関する取組は,これまで世界中で多様な取り組みが行われてい

る.こうした人類の永遠のテーマともいえる健康の探求において,近代の技術革

新により,深い知見が得られるようになってきている.また,医学の進歩ととも

に医療技術が進化している反面で,インターネットの普及などを中心とした社

会構造の変化や,情報流通速度の高速化によって社会の目まぐるしい変化への

対応が求められる中,健康の概念も変わってきており,それを維持し続けるため

に必要な支援の形も複雑化してきている.そのような環境下で,日本はこの健康

分野で平均寿命,健康寿命を伸ばし,世界トップ水準を維持し続けていることか

ら,一種の側面では成功を収めているといえる.その一方で,今後の日本が目指

す姿に対して抱えている課題も山積みであり,まず日本において健康を取り巻

く環境について述べていきたい. 

 本節では,日本がこれまで取り組んできた健康施策によって得られている効

果と,その反面で抱えている現在の課題とその対策の方向性について述べる． 

（1）日本が抱える医療費の増大 

 日本の医療費は戦後以降増加の一途を辿っており,国の社会保障費増大に関

わる大きな要因となっている.この増大の原因は複合的であるが,構成要素を大

きく分解すると,自然増となる増加要因と日本特有の増加要因に分けることが

できる［1］.自然増となる要因については社会的な背景を理解しつつ,主に日本

固有の増加要因については,国際的な比較により解決策の検討余地がないか考

察と合わせて述べていく. 

A) 医療費の自然増 

 医療費の自然増の要因として,2010年をピークとする日本国民の人口増や,現
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在も伸びている人口に占める高齢者割合の増加がある.人口減が始まった2010

年以降も医療費が増大していることからも人口増以外の要因が強力に影響し

ていることがわかる.また,これらの人口構成によるものに加え,医学・医療の進

歩,さらには疾病種類や構造に関する変化なども自然増の要因として挙げられ

る.中でも疾病構造については,結核などの感染症から生活習慣病と言われる循

環器病や脳疾患メタボリックシンドロームが急増してきている.こうした疾病

構造の変化に加え,高齢化によってこれらの生活習慣病患者数が増えている.ま

たこれらの生活習慣病は,治療費用が高く,加えて治療が長期間にわたることか

ら,昨今の医療費増大に大きなインパクトを与えている. 

 こうした環境変化による疾病構造と人口構造を起因とした医療費の自然増

に対し,可能な限り早期に発見し,改善へと誘導する仕組みとして健康診断をは

じめとした制度整備を国が行なってきている.現行の仕組みでも医療費増大を

食い止めることができていないことを考えると,生活習慣病などの高額な医療

費を要する疾病の未然防止に向けて,早期検知を行うだけでなく,日常生活にお

ける運動や食事など一人ひとりの行動の意思決定に介入していく地道な支援

が,自然増を食い止める策として必要である. 

B) わが国特有の医療費増加要因 

 次に,日本特有の条件により起こっている医療費増加理由について医療の特

徴を見ていくと,「入院日数の長期化」や「薬剤価格の高さ」,「医療機関受診

回数の多さ」,「医療費における薬剤費比率の高さ」が挙げられるが,入院日数

はOECD諸国内では韓国に次ぐ第二位でまだまだ国際比較をすると長期入院

ではあるものの,着実に入院日数は減少してきている［2］.また,ジェネリック

医薬品の利用率についても2007年が34.9％であったのに対し,2021年には79％

に達しており,医療費削減に向けた対策が着実に数値として現れてきているこ

とがわかる[3]. 

一方,国民一人当たりの年間受診回数を欧米と比較すると約４倍となっている

ことからも医療機関の受診回数は国際的に比較をしても高止まりしているこ

とがわかる[図表1-1]. 
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図表 1-1 国民一人あたりの年間受診回数(データ出典[菅谷良男：日本の医療と欧米の比較］) 

 

 

 この中でも受診回数を年齢別に分けると,0歳から成人にかけて徐々に下が

り,20代前半が底となり１年あたり6.2回,そこから年齢が上がるにつれて徐々

に増え,80代では１年あたり35.8回と5倍以上の受診回数となっていることがわ

かる.またその結果として,医療費についても同様に20代前半が１年あたり7.8

万円であるのに対し,後期高齢者はその10倍程度の医療費がかかってきている

ことがわかり[4],日本の高齢者が医療機関を受診する回数が極めて多いという

ことがわかるだろう. 

 また日本の医療制度の特性として,個人が自由に医師の診療を受けられるフ

リーアクセス制をとっていることから,国民がその権利を行使しているに過ぎ

ないのだが,一方で医療機関受診に至る判断が諸外国と比較してし易いという

のは日本の特徴といえる.加えて,医療費に占める薬剤費の割合について国際的

に比較をすると日本は極めて高い比率となっている【図表1-2】. 
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図表 1-2医療費に占める薬剤比率の国際比較（中医協海外調査資料【平成７年】） 

 

 

このことからも,世界的に見た日本国民の医療機関受診に関する性質として,「

頻度高く医療機関に通い,多くの薬剤処方を受けている」ことがわかる. 

 自然増要因と掛け合わせて考えると,生活習慣病などの慢性疾患になる前の

未病状態から運動や食事を適切に行う日常生活への介入こそが個人の健康を

守り,ひいては国の社会保障費用負担減につながるといえる. 

（2）プライマリーケアを代替する「かかりつけ医」「かかりつけ薬局」 

 疾病構造の変化に伴い,日常から個人の健康に関する相談を受け付ける窓口

として日本医師会主導のもとで「かかりつけ医」という概念ができてきた.か

かりつけ医は,厚生労働省は「健康に関することをなんでも相談できる上,最新

の医療情報を熟知して,必要な時には専門医,専門医療機関を紹介してくれる,

身近で頼りになる地域医療,保健,福祉を担う総合的な能力を有する医師.」[4]と

定義しており,これは欧米諸国で主流となる「プライマリ・ケア」が持つ医療受

診前の相談機能を日本流に定義したものである.1996年にNational Academy of 

Scienceが定義した,プライマリ・ケアの理念として「Accessibility（近接性）」

「Comprehensiveness（包括性）」「Coordination（協調性）」「Continuity（継
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続性）」「Accountability（責任性）」の５つが特徴と示している[5].つまり,地

理的,経済的,時間的,精神的に近い存在で,専門医との連携により年齢や症状を

限定せずに全ての悩みに対応し,生涯にわたって患者に寄り添っていくことを

意味しており,これを現行の医療制度の上で実現していくことは容易なことで

はない. 

 このような日本におけるプライマリ・ケアの機能は,かかりつけ医の浸透に

より少しずつ実現し始めているが,広く定着するまでは至っていない現状にあ

る.なぜならば,日本国民は健康保険証を持つことで,どこでも好きな医療機関

で医療サービスを受けることができるという医療のフリーアクセス性をメリ

ットとした制度を導入しており,特定のかかりつけの医師へ総合的な健康相談

するという固定性と相反する性質を持っていることが理由として挙げられる.

日本医師会の調査によれば,かかりつけ医を持っている国民の割合は55.2％と

調査している[6].自らかかりつけ医の選定を行い,必要に応じて日常の健康相

談を特定の医師へ行いながら,自由に医療機関を受診しているような生活者に

ついては,フリーアクセス性の担保とかかりつけ医の総合的な健康相談の両面

のメリットを享受できている状態といえるかもしれないが,日本の医療サービ

スは一般的に専門ごとに縦割りの分担となっていることから,「総合的な相談

に乗る」ことを専門とする総合診療専門医の登場とその扱いについて注目が集

まっている. 

 また,かかりつけ薬局についてもかかりつけ医と同様に,健康に関する相談機

能を薬局が担うことを目指した取り組みであるが,令和2年に内閣府が実施し

た「薬局の利用に関する世論調査」の結果では,７割以上の生活者がかかりつ

け薬局,かかりつけ薬剤師を気にせず近場の薬局から都度薬の処方を受けると

回答している.つまり,図1.1に示すように,かかりつけ薬局,かかりつけ薬剤師に

ついても,かかりつけ医と共にプライマリ・ケアとしての役割の普及が進んで

いないことがわかる[7]. 
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図 1-1 普及しない日本のプライマリ・ケア機能 

 

1.1.2 健康情報活用の潮流 

（1）健康診断による健康管理 

 日本の健康診断は,1911年に制定された工場法から始まり,1947年に労働基準

法,1972年に労働安全衛生法によって労働者の健康診断が義務化されてきた.こ

れらの法律制定により,当初は結核などの感染症の蔓延防止を目的としていた

ものが,現在では事業者の義務として労働者の健康管理を企業が担う体制に至

っている.現在の主要な目的としては,生活習慣病をはじめとする疾病の予兆検

知を行うことにより,産業医が介入し早期治療や早期の行動変容を促すことで,

最終的には健康保険組合の保険料負担減,あるいは生産力低下の抑制すること

に繋がっている.前述したように,この過程で蓄積する健康診断の結果が疾病の

予兆や健康状態に対する気づきを得るために重要であるのだが,日本の健診機

関では特定のフォーマットが定められていないことから,健診機関ごとに異な

るフォーマットで測定結果を企業へ返しているというのが実態になっている.

一方で,産業保健で従業員の健康状態を経年,あるいは組織間などで比較を行う

には,従業員のデータが統一化されている必要があることから,2000年初頭から

データを統一化する従業員健康管理のプラットフォーマーが現れてきた.ここ

から健康情報の電子化が始まり,国の施策に伴い,健康診断結果のデータに留ま

らず,労働安全衛生法の改正により2015年より始まったストレスチェック制度

の結果データ,任意で事業者にて行われ始めているパルスサーベイの結果デー
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タやウェアラブルデバイスによるバイタルデータ・アクティビティデータの取

得など,従業員健康管理で行われる施策が次々にデータ化されてきている.つま

り,日本における健康データの蓄積は,労働安全衛生法を中心に進んでおり,事

業者がその活用の手綱を握っているといえる.国動きとしても平成25年の日本

再興戦略の中で,「すべての健保組合に対し,レセプト等のデータ分析に基づく

データヘルス計画の作成・公表,事業実施,評価等の取組」が求められ平成26年

には保険事業の実施指針を改正している.これは厚生労働省と健康保険組合連

合会が連携し,データ分析を中心とした科学的なアプローチから健康保険組合

員の健康増進寄与を行い,ひいては保健事業の効率化を図る機会が与えられた

形になる. 

 

（2）個人へのデータ解放 

 健康データの収集はこれまで労働安全衛生法のもと産業保健領域が先導し

てきたわけであるが,昨今の技術革新により,個人が自らのスマートフォンやウ

ェアラブルデバイス等の機器から情報を取得し,それを自らの健康に役立てる

動きも活発化してきている.そうした背景の中で,それらの個人が収集し健康デ

ータと産業保健領域で蓄積してきた健康診断結果等の情報を生活者個人が自

ら活用していくことが望まれてきている.つまり,個人が自分自身に関わるパー

ソナル情報の一つとして健康情報を管理し,それらを自らが選択肢した事業者

に提供することで,生活者個人がその事業者からサービスや体験といった付加

価値を得ることが可能になるということであり,既に世界の潮流として始まり

つつある.日本においては,産業保健で蓄積してきた膨大な健康データが個人に

解放されることとなれば,数十年分の健康診断データが一気に流通することと

なり,世界的に見ても極めてインパクトの大きな取り組みになることが想定さ

れる. 
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（3）デジタルヘルスに関する規制 

 個人が健康データを収集する機器が開発され,あらゆる健康データ測定を可

能にする機器が登場する一方で,その精度に関する問題や誤った標榜を行うな

ど,生活者を脅かすリスクが増加している.そうした背景により2014年に薬事法

から医薬品医療機器等法（薬機法）へ法律改正があり,それまで医薬を中心と

した規制範囲にソフトウェアも追加された.さらには2021年3月には医療機器

プログラムの該当性に関するガイドラインが厚生労働省より出され,具体的に

医療機器に該当するプログラムの考え方や判断フローが明示された.つまり,サ

ービス供給側が製作した機器やプログラムが医療機器に該当するか,判断にガ

イドラインが策定されたことによって,一部の機器は医療機器の承認の必要性

が出てくる,あるいはサービス内容を変更して非医療機器の範囲にサービスレ

ベルを変更するなど,ガイドライン遵守のために対策を打つこととなった.一方

で,当該領域に関するルールは官民で継続議論を行っている最中でもあること

から,網羅的にガイドラインが定められている訳ではない.そのため,一部事業

者側に判断が託される部分もあることから,国と事業者で双方が模索しながら

規制が少しずつ固まってきているのが現状である. 

 

1.2 研究課題 

 本研究における課題は,日本における医療機関受診前に医師の診断と処方意

外から健康に関する信頼性の高い情報を収集,相談する機会ないということに

ある.一方で,健康に対する知識について学び,行動に活かして複数の選択肢か

ら自分に適した選択ができているヘルスリテラシーの高い生活者も多くいる

ことから,それらの市民と専門家の間にある意思決定プロセスの差を埋め,日本

全体のヘルスケアリテラシーを向上させる実現可能性を探る. 

 また,健康維持に大きく関わる要素としてパーソナルデータ利活用がある.個

人の健康情報を含めたパーソナル情報が官民問わず流通する時代が目前に迫

る中で,そのデータを誰にどんな目的で提供していきかを個人が選ぶことで自

らの生活をより豊かに導いていくことができるようになる.一方で,生活者に便
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益をもたらすデータ利活用サービスが増えてきている中で,健康データの活用

は法律整備と事業者のチャレンジが並行して進んでいる段階にある.データあ

りき,技術ありきの検討ではなく,個人の悩みを解決するためのステップを考え

,人間の介在とデジタルの介在の可能性についても本研究の中の課題として考

えていく. 

 

1.3 研究の目的 

 本研究は,日本人のヘルスリテラシー向上による健康維持に関する自由と責

任の獲得を支援することを目指すものである.ヘルスリテラシー向上には,世の

中に溢れる健康に関する多角的な情報について,その確らしさを全て自ら判断

するものさしを手に入れることが求められるが,それを個人の責任として課す

のは極めて難技といえる. 

 そこで,意思決定に至る前の情報収集おいては専門的な知識を保有する有識

者から情報収集でき,健康を自分自身で決めることを支援する.更には,それを

参加者が相互に助け合うことのできるコミュニティとして機能する仕組みを

考えることにより,自身の健康維持を自らの意思決定で行いやすい社会の実現

を目指したい. 
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第2章 Health Action Support Systemのコンセプト定義 

2.1 健康維持を目指すHASSとは 

2.1.1 Health Action Support Systemとは 

 Health Action Support System（以降,HASSという.）とは,健康維持を目指

すユーザーに対して,有識者と議論を行う機会を与え,アクションプランの具体

的な選択肢を提示することで健康維持に向けた意思決定を支援し,さらには選

択した行動のフォローアップと相互評価を行うことによって,質の高い意思決

定支援を行い続けることを可能とするシステムである.第1章で述べてきた通

り,現代の日本では日常から密接にコミュニケーションをとり,幅広い専門性を

持つプライマリ・ケアのような健康相談の機会が十分でなく,図2-1のように「

ユーザーに対する深い理解」と「複数専門領域の有識者への相談」を両立した

存在が求められる. 

 

 

図 2-1 HASSが求められる機能 

  

Health Action Support System
（HASS）

日常の健康相談を行う
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日常 医療
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健康に関する有識者との
議論と行動の意思決定を行う
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2.1.2 HASSが目指す「健康」とは 

 現代における「健康」の定義の中で最も標準的な考え方として,世界保健機

関がWHO憲章の中で“Health is a state of complete physical, mental and social well-

being and not merely the absence of disease or infirmity.” と表現している.日本

WHO協会の和訳では「健康とは,病気でないとか,弱っていないということで

はなく,肉体的にも,精神的にも,そして社会的にも,すべてが満たされた状態

にあること」と訳される.つまり,日本語で一般的に健康と訳されるヘルスはこ

の定義の一部に過ぎない.このように健康の定義に関しては,世界中で研究が

なされているが,森田らの研究によると世界中で述べられる健康の定義の共通

点として,第一に「個人が持っている,または持って生まれた能力を十分に発揮

できている状態であること.したがってその状態は個人によって異なり,どち

らかといえば自覚的なもの」である.第二には「外界環境によく適応している

状態であること」と結論づけている.[7] 

 つまり,健康の実現というのは個人の認識の中に存在しているものであり,外

部環境はあくまでそれをサポートする存在に過ぎないということである. 

 本研究においては,日本社会において個人の外部環境である国の健康施策に

ついて認識した上で,目指す健康的な姿として「個人のヘルスリテラシーの向

上や自信のある意思決定の実現」と定め,それを実現するシステムを考えてい

くこととする. 

2.1.3 日本人のヘルスリテラシー向上 

 健康の実現に向けた個人の認識を測定することにより各国のヘルスリテラ

シーを国際的に比較した研究がある.その中で日本人のヘルスリテラシーは欧

州諸国に比べて全体的に低い結果が出ている.研究の中で実施しているアンケ

ート回答で最も大きな差異として現れているのは,「どこで専門家の助けを借

りれば良いかを知ることが困難である」という設問に対して日本人は「困難で

ある」と回答した割合が他国と比較して極めて多かった.その理由としてプラ

イマリ・ケアや包括的な健康情報プラットフォームが存在しないことから,信

頼性の高く理解しやすい健康情報へのアクセスが難しいという考察されてい
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る.加えて,健康情報の「入手・理解・評価・活用」の全項目で「難しい」との

回答が日本人に多い結果が出ている[8].このことから,日本人は世界的に見て

も正確性が担保された健康情報に触れて理解し,自らの健康へ活用していくこ

とが環境として十分に整備できていないと考えられる.このようなことを背景

に,日本人は健康に対する正しい知識をもとにした意思決定力が弱苦なってし

まっていることが推察できる.これに対して,世界的にヘルスリテラシーが高か

ったオランダの状況は,プライマリ・ケアの一環として“家庭医”や“訪問看護

師”が充実している.その背景には,オランダでは健康に限らず個人の意思決定

を自ら下すことを重視した教育が充実しており,根本に「自分の人生の中で起

きるいろいろなことについて自分で判断して,決定できれば,自分の人生に自ら

影響を与えられるし,より幸せな人生を送ることができる」という考え方が国

民全体に根付いていると言われている[9]. 

 日本人の多くは,意思決定を重視した教育よりも横並びで決められたことを

正確に早く行うことを重視され,さらには集約された正しい情報に触れる機会

も少ない中で,自らの健康に関する意思決定を行うことが余儀なくされている.

情報を集約し,さらには集約した情報を理解し,評価を行い,最終的に行動に繋

げるステップを支援していかなければ,健康に関する意思決定に自信を与える

ことは難しいと考える. 

2.1.4 Evidence-based Medicineと Narrative-based Medicine  

 河合隼雄（心理学者,1928-2007年）は東大医学部医学生にむけて行われた講

義の中で,「最先端の医学で治ったという例が増えると,逆に医学的な治療法で

は片付かないものも増えてくる.高度専門医療だからこそ,患者と医師の意識

がずれ,医学的には何も問題がなくても,歪みが出ると,医療過誤じゃないかと

か訴訟になったりする.患者の不安の出方,不安を持った患者に対しての説明

の仕方に対する研究が必要である.」という発言をしている.つまり,健康情報

についても,多様なデバイスによるデータ取得やデータ分析,AI活用による疾

病予測など既に多くのサービスが世の中に普及し始めているが,これらのサー

ビスが高度化すればするほど,利用者側である患者の選択における正しい知識
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と納得感が重要になってくる.そこで重要なのがEBMとNBMの考え方である

.Evidence-based Medicineは文字通り,エビデンスをベースにした科学的な証

明であるが,あくまで科学的な証明にも限界があることから,それを補完する

手法として患者との対話から患者の信念に迫ろうとする患者中心の考え方を

重視した考え方がNarrative-based Medicineである.  

このナラティブの6要素として「会話」「好奇心」「循環性」「背景」「共創

」「慎重性」が示されており,患者との“語り”によってのみ個人の真の課題

に寄り添えるとしている.  

 また,それに加えてNarrative Medicineという考え方としてNarrative-

based Medicineのような物語的実践を医療者が行うことは，それほど簡単な

ことではないとして,Narrative Medicineを「narrative competence（物語能

力）を身につけた医療者によって実践される医療」と定義している.つまり,医

療者のような「知識的な専門性」と「narrative competence」を別の能力とし

て捉え,両方を持つことが生活者の納得度合いを高める真のパートナーになる

ことができるということである.この患者中心の思想は,極めて重要であり,こ

れらを満たすことが本研究の中で重要な要素となってくる.  

ここまで,Evidence-based Medicine,Narrative-based Medicine,Narrative 

Medicineといった考え方について述べてきたが,これらはいずれも医療の領域

で権威ある専門家が患者に与えるスタンスを前提としている.本研究において

重要視している「健康に関する不安や症状があった際にとる行動の意思決定に

自信を持っている状態」の実現には,医師などの権威的な指導の側面が強くな

りすぎると,目指す健康的な姿とはズレが生じてしまう.そのため,語りによる

「Narrativeさ」を重視し,尚且つ医師ではない専門性を持った寄り添う有識者

の介入により「権威主義的でない形で生活者の自由な選択を尊重していくこと

」が生活者の健康の実現に向けて重要になってくる.  

2.1.5 健康支援へのPersonal Health Record(PHR)活用 

 個人に関する“パーソナルデータ”は現代においてもその取り扱いについて,

世界各国で議論されている.どの国においても,パーソナルデータを個人が使っ
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て暮らしを豊かにする方向で整備が進むことは必至であり,それぞれの地域ご

とに慣習や法律によって既に検討が進み始めているが,具体例としてEU圏で

は特に市民のプライバシー保護を強く意識した法規制であるGeneral Data 

Protection Regulation （EU一般データ保護規則）が存在し,個人を強力に保護す

る観点で世界中がこのGDPRを個人情報保護に関する一つの基準となってい

る.また,別の事例として中国では,国家による「情報統制・国家安全」を主目的

とするケースとしてPersonal Information Protection Law （PIPL）が存在する.ま

た米国では ,企業による消費者掌握といった課題がありながらもCalifornia 

Consumer Privacy Act （CCPA）などを代表とするように,地域ごとの文化や商

慣習によって規制が定められている.このように,世界各国が個人情報の取り

扱いの成り立ちによって地域に合わせた目的で規制をおこなっているのが現

状である. 

日本については,各産業が独自のルールで築いてきた経済圏の中でデータ収

集,管理に関わるルールが統一化されていないケースが多く,その整備が遅れて

いる.つまり,個人のクレジットカード履歴や購買情報,健康診断結果情報,ウェ

アラブルデバイスから取得できるバイタル情報,アクティビティ情報,スマート

フォンから取得できる位置情報など,個人に関する様々なデータがそれぞれの

利用サービスごとに散らばっているのが現状である. 

 このような状況に対して,個人がそのデータを保有し,自己判断でパーソナル

データをサービス提供者へ情報を渡し,企業側が個人の意思に基づいてデータ

利活用を進めていくことを目指し,「情報銀行」や「パーソナルデータストア」

といった概念が生まれてきている.これらのスキームに対する課題として,企業

側がデータ利活用に関する体験の創造,IT人材の確保などといった投資を積極

的に行っていく必要があり,その一方で個人も積極的にデータ提供を行うマイ

ンドを持つ必要がある.いわば,鶏が先か卵が先かというジレンマを抱えている

状態となっているのが現状である. 

2.1.6 健康に関する「互助」機能 

 社会保障や災害時の備えを中心とした地域包括ケアシステムの概念として,
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「自助・互助・共助・公助」という考え方が浸透してきている.またこの中で,

税金による公の負担を意味する「公助」と,保険などリスクを複数人で負担し

あう「共助」を大幅に拡充していくことは難しく,自助と互助の機能を拡充し

ていくことが求められている. 

元来,自助と公助の中間における助け合いを意味する「共助」という概念が存

在していたところに,核家族化や高齢者一人暮らし世帯の増加などによる地域

のつながりの希薄化を背景に,保険などの民間事業者による共助の仕組みだけ

でなく,ボランティアなど生活者同士が互いにサポートし合う「互助」の概念

の重要性が特に高まりを受け,経済的な支出を元にする共助とそれを前提とし

ない自発的な意味合いを持つ「互助」に分かれていった背景がある. 

 

図 2-2 自助・互助・共助・公助について 

（出典：厚生労働省「地域包括ケア研究会報告書（平成 25年 3月）」より） 

 このように現代の互助機能は地域組織などによるボランティア活動が中心

となっており,健康分野に関する互助機能はまだまだ整っているとは言えない

状況にある.また,互助機能の問題点としては居住する地域により互助機能の強

度にばらつきがあることから,地域に縛られないコミュニティとしてデジタル
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活用の可能性に期待ができると考えている. 

 

2.2 HASSのコンセプト定義 

2.2.1 対話によるユーザー理解と信頼関係構築  

 HASSが目指す信頼関係の形として,二段階の信頼を得ていく必要がある.ま

ずは一段階目としてNarrativeに一人ひとりの生活スタイルや趣向性,性格など

ベースとなるパーソナリティを理解していることである.そして,これを人と機

械の間で成立させることについて,AI倫理におけるリスクについて市川らの研

究によりわかってきている.ここで重要なのは,欧州を中心としたAI倫理規定の

最前線を理解することを前提とした上で,日々の行動情報や健康情報などのAI

の発言として倫理に反することがない事前登録情報のインプット範囲を特定

し,個々の特徴に適した発言をし続けることが重要になる.つまり,情報を登録

し続けてもらえるように,仮想サポーターアプリ側が登録時のお礼や定期的な

状況確認,あるいはデータ利用状況について心配を取り除くために利用範囲に

関する定期的な確認など,信頼関係構築に向けた積極的な関与機能が求められ

る.  

 次に二段階目として,専門家の視点からユーザーが欲しい知識や気づきを与

えてくれるかということである.特にここでは専門領域の選択から始まり,優し

め/はっきりというような好みの表現の強度といった要素がどれだけ個人の趣

向にあった発言であるかが極めて重要であり,悩みのヒアリング時には「専門

家の選択」「表現強度の選択」がHASSに求められる.  

 またHealth Action Supporterとなる有識者の選定について,医療の権威主義的

な指導を離れることを前提に医療未満のサポーターを選定していきたい

.HASSにおいてはWHO検証の肉体的・精神的・社会的という３つの観点から,

「肉体的」については栄養士・パーソナルトレーナー,「精神的・社会的」につ

いては心理カウンセラー・植物療法士など,それぞれが強みとする役割を補完

し合うことによって個人の総合的な健康相談を実現していきたい考えである. 
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2.2.2 HASSを活用したコミュニティ形成 

HASSが日本国民の健康リテラシーの向上に対して長期的かつ大きな影響力

を与える取り組みにしていくことを目指すにあたって,専門知識を付与する側

として重要な役割を果たすHASのコミュニティ形成が一つの方法として考え

られる.HASがこの社会で健康リテラシー向上に寄与し続けたいと考えるよう

な報酬や意味づけを与え,それを社会が認めていくような制度設計が必要であ

る. 

 昨今の健康に関するコミュニティは,地方自治体やその地域に根ざす事業者

を中心に取組が進められており,局所的に健康や美容に関連する地域に根ざす

小売事業者などが住民向けの健康サービスを開始している.例えばドラッグス

トアやスーパーマーケットに栄養士をはじめとする専門家を常駐させること

により,健康の相談窓口を作り,それに適したレシピ紹介や商品紹介を行うなど

,購買の観点から行動変容を起こす取り組みが行われている.こうした取組は少

しずつ規模を拡大しており,事業者と自治体が協働して地域住民の健康を支援

する事例なども現れている. 

ここで鍵となるのは,住民の健康に関する悩みを誰が解決できるかという点

である.前述したスーパーマーケットの例では栄養素に詳しくレシピ紹介がで

きる栄養士であるが,人によっては筋肉増強に特化した献立が知りたい,あるい

は薬を飲むほどではないが良いハーブティを知りたいといった場合には,それ

ぞれパーソナルトレーナーや植物療法士が適している可能性もある.インター

ネット上にそうした相談機能がないかというと,Yahoo！知恵袋などの健康に

限らない相談プラットフォームが,健康に関するインターネット上の相談窓口

機能の一端を担っている.こうした,インターネット上に存在する相談プラット

フォームにはないNarrative（対話型）コミュニケーションによる情報の個別最

適化,さらには悩みによって解決を望めそうな有識者とマッチングすることが

できるのは健康に特化したコミュニティ形成の特色といえる. 

2.2.3 パーソナル情報の収集・活用機能 

パーソナル情報とは,個人情報に加え,個人情報との境界線が曖昧なものを含
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む,個人と関係性が見出される広範囲の情報を指すものである.パーソナルデー

タの利活用については常にユーザーの意志によって同意可否を変更すること

により,提供するデータ項目を変更することができる.現代におけるパーソナル

データは技術革新により取得できるデータやその活用デバイスが日々増加し

てきていることから,具体的な項目については可変要素ではあるが,一般的なパ

ーソナルデータのうち ,HASSにて連携するデータは主にPersonal Health 

Record(PHR)と呼ばれる健康に関するデータを想定する.（図表2-1） 

PHR の 定 義 と し て は ,Markle Foundation の Personal Health Working 

Group,Connecting for Health（2003）を参照すると,PHRは,個人の健康に関する決

定を下すために必要な,電子的で普遍的に利用可能な生涯にわたる健康情報の

リソースで,個人は,医療提供者と個人から提供されるPHRの情報を所有および

管理する.さらに,PHRは安全でプライベートな環境で維持され,個人がアクセ

ス権を決定する.PHRには,以下の健康・医療に関する情報を含める.主に個人レ

ベルで管理可能な客観的データが含まれる. 
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図表 2-1 HASSで取得するパーソナル情報一覧 

No. 項目 

１ アレルギー 

２ 生活歴（喫煙・アルコールなど） 

３ 既往歴 

４ 家族歴 

５ 薬に対する有害事象 

６ 入院歴 

７ 放射線診断レポート（X線・CT検査など） 

８ 臨床検査結果 

９ 注射歴 

10 処方歴 

11 手術歴 

12 予防接種歴 

13 日常生活の観察（血圧・脈拍・熱・呼吸数等のバイタルサイン,活動量・歩数など） 

14 健康診断結果 

 

2.2.4 有識者との議論と意思決定 

生活者が意思決定を行うまでのフローには,情報入手から始まり,理解,評価を

行った上で意思決定に結びつく.意思決定力の向上に向けてこのフローを繰り

返すことを目指し,複数の有識者が持つそれぞれの観点から意見をぶつけ合い,

議論を行うことが有効と考えている.ここで重要なのは,あくまで有識者は答え

を出すことを目指すのではなく,意思決定を行うユーザーのためになる情報を

選び,ユーザーに対して自分ごととしての理解し評価ができる情報に変換して

伝えることにある.つまり,情報の入手,理解,評価までを有識者の視点から参考

情報として得ることが生活者の意思決定力を高めることが可能となる. 

一方で,それを実現するためには有識者を集める仕組みも考えていく必要が

ある.ここで定める有識者とは,専門的な知識を持っているだけでなく,ユーザ
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ーとなる生活者に親身に寄り添う力も同時に求められる.前者については,多様

な視点を持つ有識者の知見を得る必要があることから必ずしも資格保有して

いる必要はないが,サービスの質の担保のために,後者の「寄り添う力」と共に

評価される仕組みが求められる. 

 

2.2.5 意思決定後の支援と評価 

HASSは,ユーザーの健康に関わる幅広い情報を受領し,その情報をもとにユー

ザーのことを深く理解し,受けた相談に対して最適なHAS選択やアクションプ

ラン提示を行う.その際に,常にユーザー視点かつ中立な立場でユーザーの健康

に結びつく行動を促すことに注力する存在がHCの役割となる.HASはHCの仕

切りにより議論を開始し,HCのまとめによって議論が終了する関係性となり,

専門的な知識でユーザーに知識的な貢献を行う.ここでHASが持つ専門性の種

類や深さが問題となるが,これらがHAS選択の段階で可視化されている必要が

ある.そのために,ユーザーとHASは相談実施後に経過の確認を行い,行ってい

るアクションの結果が良い方向に向けっているか,あるいはより良い方向へ向

かうために追加アドバイスを受けるかなどのコミュニケーションを行うこと

が望ましい.こうした事後のコミュニケーションを行うことにより,HASから得

られた情報がどれだけの価値を発揮しているか,もしくは提供した情報には価

値があってもユーザー自身が行動できていないなどといった課題の所在が明

確になる. 

これらを踏まえ,ユーザーはHASに感謝を伝え,HASはユーザーの努力を讃え

る形で評価を行う.ここで得る評価が,各々のHASS App内での評価や評判なる

ことから,互いに良好な関係性で支援と評価を行うことが望まれるのである. 

2.3 総合的な健康相談の機会創出に向けたステップ 

健康相談は,生活者個人によって求める専門分野や言及観点が異なることか

ら,「総合的な健康相談」の実現は難しい.これを担保していくためにHASSでは

,多くのHASと健康支援のサポーターとして繋がり,生活者のご要望に答えてい
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くことが求められる. 

このようなHASSの実現に向けて,３つのステップがあると考えている.初めは

,かかりつけ医やかかりつけ薬局決定し,健康に関する相談を行う現行のケース

である.次のステップは事業者が主体となり,小売店舗での購買など生活者の求

めるタイミングで有識者から自分や家族の健康状態に適したアドバイスをも

らい,それを購買行動として反映させるケースが考えられる. 

最後に,リアルの店舗で行っていたSTEP２の取り組みをデジタル化し,データ

利活用と組み合わせることにより,より一層生活者を理解した情報提供が可能

となる. 

 

 

図 2-3 HASSの実現ステップ 

  

生活者
かかりつけ医

Health Concierge(HC)

専門家

健康情報提示し、健康相談をする

健康行動（購買等）のアドバイスを受ける

⑤ 議論のまとめ・アクションプランを提示

③ HASを集め議論の場
をアレンジする

④議論をファシリテート
する

Health Action Supporter（HAS）

【STEP1】
現在

生活者は医師に相談し、
薬の処方を受ける

【STEP3】
HASS実装

ユーザーはパーソナル情報
をもとにHC /HASと議論し、
行動の意思決定を行う

Health Action Support System(HASS)

※医療機関受診前の一次相談であり、
医師へ相談を阻害するものではない

生活者

生活者

【STEP2】
実証実験

生活者は一部の健康情報をもとに
健康行動のアドバイスを受ける

パーソナル
情報

① パーソナル情報を
登録する

② 健康相談をする

⑥ 健康的な生活習慣の
意思決定を自ら行う

健康に関する相談をする

診断・治療・処方箋の発行を行う

小売店舗
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2.3.1 リアル店舗での専門家助言による行動変容 

HASSの実現に向けた次の段階として,生活者と健康に関する有識者の出会い

の場の創出が第一歩目となる.既に事例として有識者が健康状態を理解し,助言

を行う検証を実施している事業者も存在しているが,現段階では,栄養士や薬剤

師など限られた専門家が対面で健康の相談に乗り,その場の購買に行動変容を

与えるというのが取り組みの内容となっている.こうした取り組みを発展させ

ていく中で,「どのような人々に対して,どのような介入を実施することで,どう

行動変容を起こすか」という具体的な事例を増やしていく必要があるが容易な

ことではなく,仮説と実証の繰り返しによる挑戦を行っていくことが求められ

る. 

2.3.2 デジタルを活用したHASSの実現 

 HASSの実現前に,2.3.1で述べたように,リアル店舗などの現場で有識者や専

門家が健康の相談に介入することの価値を確認することが重要である.HASS

を実装する際には,多様なパーソナルデータが登録できる想定でいる一方で,生

活者へ価値を還元できるデータ項目を特定していかなければ,誰にも使われな

いシステムになる可能性が高くなる. 

 HASSを実装する際には,上図の通りパーソナル情報を登録し,健康に関する

相談を行う.すると,Health ConciergeがHealth Action Supporterを選定し,ユーザー

の悩みに関する議論を行う.その議論内容をHealth Conciergeがまとめ,アクショ

ンプランとしてユーザーへ提示し,ユーザーが自らの健康を自らの意思決定で

実現するシステムである. 

 

2.3.3 HASSの運用ステージのコンセプト定義 

HASSのシステムライフサイクルの中で,ユーザーの健康維持を支援すること

が可能となる運用ステージについて定義していきたい.運用ステージでは,健

康の維持を支援するユースケースとして,図2-4の通り示すことができる. 



 

 

23 

 

図 2-4 HASSオペレーションステージのユースケース図 

 

HASSはユーザーの健康維持をサポートするが外部システムとして,ユーザー以

外にヘルスケアデバイスと Health Action Supporterが存在する.ここでの関

係性として HASSは,ユーザーへのアンケートやコミュニケーションからパーソ

ナル情報を獲得し,あるいはユーザーが利用しているヘルスケアデバイスやヘ

ルスケアアプリから情報を獲得することで,ユーザーを理解する.そして,ユー

ザーが健康に関する悩みを抱えたときに,その情報をもとに最適な HASを選定

し,更には有益な議論を行うために情報を提供することによって,ユーザーの健

康維持サポートを実現する. 

 これらのオペレーション全体像が図 2-5であり,「Register HASS ＆ Import 

Data」「Consult & Decide Action」「Follow up & Evaluate」の大きく３つ

のユースケースに分けられる. 
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図 2-5 HASSオペレーションステージの全体シーケンス図 

 

つまり,図 2-4で示していたユースケース図について,基礎的な情報を登録し,

相談して意思決定のサポートをうけ,事後にフォローアップを受ける３つのユー

スケースを包含していることから,より詳細なユースケースとして図 2-6のよう

に示すことができる. 

 

図 2-6 HASSのオペレーションステージの詳細ユースケース図 
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第3章 HASSのアーキテクチャ定義 

3.1 運用ステージのコンテキスト分析 

２章で行った運用ステージのコンセプト定義をもとに,HASSオペレーションス

テージのコンテキストとして図 3-1のように示すことができる.HASSのコンテ

キストは,ユーザーと HASSの他に,データ連携を行うヘルスケア機器やアプリ

ケーション,そしてそれに紐づくパーソナル情報があり,健康相談に対する専門

的な知識を付与する Health Action Supporterが存在している. 

 

 

図 3-1 HASSのオペレーションに関するコンテキスト図 
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3.2 HASSのシステム要求定義 

HASSのコンセプト定義やコンテキストを受けて、ユーザーの情報を預かり,相

談をうけ,フォローアップや評価を行う一連の流れの中で求められる HASSへの

要求について,ユースケースごとに図表 3-1のように定義した. 

図表 3-1 HASS要求内容一覧 

No. 項目 要求内容 

1 

データ登録 

ユーザーの同意を取得する機能 

2 ユーザーのパーソナルデータを登録する機能 

3 ユーザーの健康機器/Appを HASS Appへ登録する機能 

4 ユーザーの健康データをデータベースに登録,管理する機能 

5 ユーザーの健康データを HASS Appへ自動で連携する機能 

6 ユーザーが手動で健康データを登録する機能 

7 ユーザーの健康データの登録/利用状況を報告する機能 

8 

健康相談 

ユーザーの相談事項を入力する機能 

9 HCが HAS参加者を調整する機能 

10 HCが会議を開催する機能 

11 HCが議論をファシリテートする機能 

12 HCが議論を終了する機能 

13 HCが議論をまとめる機能 

14 HCがアクションプランを作成する機能 

15 ユーザーが健康行動の意思決定を選択する機能 

16 HC /HASがユーザーの意思決定に対してコメントする機能 

17 HCがユーザーへ”Self-Determination”を発行する機能 

18 

事後評価 

HC /HASが取組状況を確認する機能 

19 HC /HASがユーザーのコメントをする機能 

20 ユーザーが再度健康相談を行う機能 

21 ユーザーと HASが相互に評価を行う機能 
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データ登録においては,サービスや個人情報の取り扱いに関するに関する同

意をいただいた上で,各種個人に関するデータを登録し,今後蓄積していく機器

の登録や自動連携設定を行う.また,健康診断結果や人間ドッグなどの自動連携

ができない内容について,手動で登録していくこととしている.こうして蓄積す

るデータについて,昨今の個人情報保護法改正を受け,同意いただいている内容

と相違が無いよう,要望に応じてデータを削除する機能や定期的に活用データ

状況確認を行う機能も重要である. 

 これらの要求を満たすために HASS内部で保有しているサブシステムが図 3-2

で示している通りである. 

 

図 3-2 HASSの内部ブロック図  



 

 

28 

3.3 ユースケース”Consult & Decide Action”の詳細シーケンス図 

 本システムの中心的なユースケースになる「Consult & Decide Action」で

は,ユーザーの健康相談に乗り,意思決定を支援する.図 3-3の通り,Userが相談

し意思決定を行う過程について,悩みに応じた議論の場を HASSがアレンジする

＜Preparation＞,Userが HASSの議論に参加し,HASSがアクションプランを作成

する＜Discussion＞,アクションを自ら選択し意思決定を表明する＜Self-

Determination＞の３つに分けられる. 

 

 

図 3-3 Consult＆Decide Actionのユースケース図 
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これら３つのユースケースで外部システムであるUserとHealth Action 

Supporterとの関係性を表したシーケンス図が図3-4である.健康維持の自己判断

に自信がないUserの持つ悩みをHASSへ相談すると,HASSは有識者であるHAS

を呼出し,議論の場をアレンジする.次に,HASSはUser,HASとの議論を開始し,

併せて有益な情報がUserに伝わるよう議論をファシリテートしていく.そして

議論が終了すると議論内容を纏めると共に,Userに対してネクストアクション

プランを提示する.最後にUserが得た情報を参考に意思決定を行い,その意思決

定に対してHAS,あるいはHASSから励ましやアドバイスを行い,あくまで自己

の意思決定であることの自己証明として「Self-Determination」を発行し,可視化

する. 

 

 

図 3-4 Consult & Decision Actionのシーケンス図 

  



 

 

30 

この中の最初のステップである議論のPreparationについて,図3-5の通り,HASS

の内部でUser Chat toolを通じてHCが悩みについて理解し,HCはScheduling tool

を活用して対応可能なHASを探し,議論への参加承諾を得る.こうして議論実施

の参加者を集め,開始時間の調整を可能にしている. 

 

図 3-5 ユースケース“Preparation”のシーケンス図 
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続いて ,開始時刻にHCから参加者となるUser,HASへ参加依頼が届き ,Web 

Meeting toolを活用してWeb Meetingが開始される.HCによって議論が開始,ファ

シリテートされ,同時にUserも議論に関するコメントや質問を行うことが可能

となる.これらの議論はHCによって所定時間で終了され,議論内容についてま

とめとアクションプランの案がHCからUser Communication toolを経由して送

られる.UserはこのDiscussionにより,HASの専門性のある知識を獲得し,HCのま

とめたアクションプランを参考にして,自らの次のアクションを考えるサポー

トの獲得が本フェーズの特徴になる. 

 

図 3-6 ユースケース“Discussion”のシーケンス図 
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Consult & Decision Actionフェーズの最後に,User自らが意思決定を行い,それ

に関する励ましやアドバイスを受けながら,「Self-Determination」を発行する.こ

こで発行するSelf-Determinationは,自らが意思決定した行動の宣言としてHCや

HASへ連携され,追加のアドバイスや励ましのコメントなどを交わすことがで

きる.次回の行動状況に関する確認日程が記載される.意思決定はそこで終わり

ではなく,最終的にUserの抱えていた悩みが解消されることを目的としており,

長期的に寄り添うことで悩みを悩みのままにせず,自己の意思決定に自信を持

たせることを可能にする. 

 

図 3-7 Self-Determinationのシーケンス図 
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3.4 ユースケース“Register & Import Data” 

 ユーザーがHASSを利用開始するにあたり,初回登録時にはHealth Concierge

と対話形式でパーソナル情報について入力し,同時に健康情報と行動情報のデ

ータ連携に必要なデバイス登録やアプリケーション連携を実施することで,以

後の動的データが自動で連携されるように設定を行う.図1.3に示している通り

,外部システムとしてUserとHealthcare Deviceが存在し,パーソナル情報の入力

はUserあるいは登録されたHealthcare Deviceによって行われる. 

 

図 3-8 Register＆Import Dataのユースケース図 
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 また,2022年4月に施行された改正個人情報保護法を受け,常に利用するデー

タについて可視化するとともに,削除要請を受けた場合には即座に削除ができ

る機能もユーザーへ提供する必要がある.こうしたパーソナル情報連携につい

ては,個人の負担軽減の観点からも情報銀行やマイナポータル等のパーソナル

情報を個人単位で格納するプラットフォームから連携していくことが望まし

いが,これらのプラットフォームの運営開始にあたっては規制やガイドライン

整備などの課題があることを考えると,連携までは数年時間を要すことが考え

られる.こうしたパーソナル情報のプラットフォームへのデータ連携が始まる

前には,ユーザーの健康情報と行動情報については,デバイスやアプリケーショ

ンから自動連携される情報の他に,手動での連携が必要なものもある.例えば,

現代では健康診断結果や人間ドック結果データがそれに該当する.特にこれら

の健康診断や人間ドックの結果情報は健診機関によってフォーマットや評価

がバラバラに出力されてくることから,これらを標準化し,電子化するサービス

が必要となるが,先述しているようにこれを可能とするサービス事業者も現れ

てきていることから,その入り口として紙の健康診断結果を受領する,あるいは

それをアプリ上のOCRで撮影することなどによってデータとして受領するこ

とでデータの入力は可能となるが,このようなデータ連携方法については技術

進化やデータ流通に影響を受けるため,連携方法に関する検討が継続的に必要

となる. 

Registerステージでは,下記の図1.4のようなシーケンス図となる.HASSからUser

に対してパーソナルデータやデータ連携機器の登録を依頼し,ユーザーは登録

を実施する.Import Dataステージでは,登録されたHealthcare Deviceからデータ

が自動連携されると同時に,健康診断や人間ドックなどの結果については,自動

連携を行うことが容易ではないことから,手動でデータを登録していく必要が

ある. 
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図 3-9 Register＆Import Dataのシーケンス図 

 ここからは,HASS内部システムの振る舞いについて述べていきたい.HASS

の内部では図1.2の中で定めているUser Chat tool,Health Concierge,Databaseが

それぞれ図1.5（Register）,図1.6（Import Data）のように振る舞う.Registerを行

う際には,Health ConciergeがUser Chat toolを活用し,登録を依頼し,ユーザーも

User Chat toolを介して,Databaseにパーソナル情報の登録が行われる.また,デ

ータ連携機器の登録についても同様にUser Chat toolを介して機器の登録が完

了し,Databaseへの自動データ連携の開始をユーザーへ通知することで完了と

なる. 
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図 3-10 RegisterのHASS内部シーケンス図 

 

 Import Dataを行う際には,事前に登録されているHealthcare Device /Appから

自動的にデータがDatabaseへ保存されていき,定期的にそのデータが連携され

ていることをUser Chat toolを活用してユーザーにも伝える.これはあくまで一

度連携したHealthcare Device /Appからどのような情報が蓄積しているかを知ら

せるだけでなく,個人情報として取り扱うことの承諾を定期的に確認すること

によって,ユーザーの意思に沿ったデータ利用を行なっていくことを目的とし

ている.また,前述しているように手動登録の手段も必要となることから,User 

Chat toolにはDatabaseと連携しデータ登録を行う機能も具備していく必要があ

る. 
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図 3-11 Import Dataのシーケンス図 

3.5 ユースケース“Follow up & Evaluate” 

 Follow up & Evaluateステージでは,ユーザーの決めたSelf-Determinationの実

施結果を確認し,ユーザーとHASが相互に評価を行う.図1.12のユースケース図

の通り,行動の結果を確認する＜Follow up＞とユーザーとHAS間で相互に評価

を行う＜Evaluate＞に分けて振る舞いを見ていきたい. 

 

図 3-12 Follow up & Evaluateのユースケース図 
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 まずは外部システムとなるUserとHASとの関係性を見ていくと,HASSから

Self-Determinationの状況を確認し,Userは状況を入力する.この時,状況がとても

解決に向かっており良好な場合とそうでない場合があるはずであるが,良好な

場合には追加のアドバイスや賞賛のコメントをUserに対して伝える一方で,そ

うでない場合には再度,ConsultもしくはDecide Actionのいずれかへ戻り,あらた

めて納得のいくSelf-Determinationを行なっていく. 

 Follow upが完了すると,Evaluateに移り,HAS,HCに対する評価と同時にお礼

を行う.この時,HAS同士についても互いに評価を行うことによりHASコミュニ

ティ内に相互の敬意が醸成されるであろう.またUserはHASからの学びに感謝

し,自身も有識者としてHASへ登録することを目指すような評価設計を行うこ

とがHASコミュニティ形成に重要となる. 

 

図 3-13 Follow up & Evaluateのシーケンス図  
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Follow upではHCがUser Chat toolを経由してSelf-Determinationの行動結果を確

認し,ユーザーも同様にUser Chat toolにて状況を入力する.HCとHASにそれぞ

れその情報が送られ,追加のアドバイスや賞賛がユーザーへ返されることで

Follow upが完了する. 

 

 

図 3-14 Follow upのシーケンス図 
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 続いて,EvaluateではHCからUserへHC,HASに対する評価入力の依頼を行い

,Userが評価と共にお礼をすることが可能となる.HAS Chat toolによってHASは

その評価やお礼を受け取るとともに,HAS同士でも評価を行い,Userに対しても

評価を返す.ここで「評価」が具体的に何を指すかというと,この評価による最

終的な目的はUserが自らもHASとして誰かの役に立ちたいという敬意や善意

を醸成していくことでHASコミュニティを活性化していくことにあることを

考えると,グッドボタン/バッドボタン,あるいはハートマークを送り合うこと

を評価とし,HASの獲得している累計のグッドやハートマーク個数が信頼性の

指標として表に表示されることを構想している.一方で,あまりにも対応が良く

なかった場合にはバッドボタンを押下することとなるが,このHASコミュニテ

ィにおける信頼性が著しく低い場合にはHCからの会議参加依頼が来ないなど

,サービスとしての信頼性担保に向けて活用する. 

 

図 3-15 Evaluateのシーケンス図 
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第4章 妥当性の確認 

4.1 HASSアーキテクチャの検証 

4.1.1 ユーザーの同意を取得する機能 

システム要求に対して,機能を満たすことができているかを要求一覧と第 3章

で述べてきた各アーキテクチャを比較しながらで確認を行っていく. 

まず初めに,「項番１：同意取得機能」について,図 4-1の赤枠内で同意取得を行

っている.一方で,2021年 4月の改正個人情報保護法の制定により,生活者が提供

する個人情報について,生活者が削除依頼を行った際にサービス側で削除ができ

る機能を具備している必要がある.つまり,図 4-1のシーケンス図自体には問題が

ないが,そのデータを保管するデータベース上ではその「個人情報を削除する機

能」を内部で持っておく必要があることがわかる.要するに,同意取得機能では

なく,「同意取得・管理機能」という表現が正しいことになる. 

 

図 4-1 同意取得機能を表すユースケース“Register”のシーケンス図 
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4.1.2 ユーザーのパーソナルデータを登録する機能,ユーザーの健康機器/App

を HASS Appへ登録する機能 

続いて,「項番 2・３：パーソナルデータ登録機能,機器/アプリケーション登録

機能」について,図 4-2の通り,健康データを取得することを示している.ここで

は,具体的な収集媒体として機器/アプリケーションのみ表しているが,マイナポ

ータルや情報銀行などが多数の国民に使われ始めたときには,一括でそれらのプ

ラットフォームとの API連携などを視野に入れる必要がある.また,それらのプ

ラットフォーマーが出現するまでは,技術進化が早く,流行り廃りが激しい個別

の機器・アプリケーションを見極めることも重要であり,時代に合わせた機敏な

動きが必要になってくることに注意が必要である. 

 

 

図 4-2 パーソナルデータ登録・機器/アプリケーション登録を表すユースケース“Register”のシーケン

ス図 
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4.1.3 ユーザーの健康データをデータベースに登録,管理する機能,ユーザーの

健康データを HASS Appへ自動で連携する機能,ユーザーが手動で健康

データを登録する機能 

図 4-2に赤枠で示しているように,初回の登録時のみならず,登録した機器の足的

結果を自動でデータベースに格納し,手動での登録を可能としている.自動連携

機器選定については,4.1.2で述べた通り目利きが課題として存在しているが,手

動連携についても具体的な手動登録についてもユーザーの負担を軽減しながら

正確性の高いデータを蓄積していくことが課題として挙げられる. 

例えば,最も簡易な手動登録として手動入力がある.別で測定した健康データを

特定の枠に手動で入力いただくため,開発は簡易であるがユーザーの負担が大き

く,尚且つ正確性も低いことが問題点である.次に,OCR技術で読み取流ことによ

って,手動で入力する手間を省くことが可能になる.一方で,正確性については高

くないと言える.最後に,手動ではないが事業主が主体で行っている健康診断の

結果が活用できる場合にはユーザーの負担も少なく,データの信頼性も高くな

る.なぜならば,事業主が労働安全衛生法に基づき従業員の健康診断結果を管理

されており,個人が特定できるためである.さらには,まだまだ割合の多い終身雇

用制度により,経年の結果が蓄積していることから健康データの宝庫となってい

る可能性が高いことがわかる. 

 このように,手動データの登録にも複数のケースがあるが,手動であるが故に

データの正確性や信憑性に欠けることがしばしばある.健康データ流通プラット

フォーマーなどによるデータ流通が行われるまでに,そもそも手動での登録を行

うか,行うとしても正確性や信憑性とデータを使うことによるメリットを天秤に

かけて判断を行っていく必要がある. 
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4.1.4 ユーザーの健康データの登録/利用状況を報告する機能 

個人情報保護法では,個人情報を取り扱う事業者を「個人情報取扱事業者」と定

め,本人からの保有データの開示,内容の訂正,追加または削除,利用の停止,消去,

第三者への提供停止などの請求を受けたときには原則として対応しなければい

けないという責任が課されている.このようにデータ活用に関するユーザーの認

識齟齬を防ぐことを目的とした機能を具備することが求められる.今回アーキテ

クチャで定義しているオペレーションステージの外部ではあるが,ユーザーが削

除の意思表示をした場合には,これらのデータを削除できる機能を HASS に備

えておく必要がある. 
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4.1.5 ユーザーの相談事項を入力する機能,HCが HAS参加者を調整する機能 

ユーザーが相談したいと思った内容について,HCへ伝える時に利用するため

の機能がCommunication toolになる.このCommunication toolによってユーザー

,HC,HASがそれぞれ自由なコミュニケーションが可能となり,ユーザーが悩み

を抱えた時にも,仰々しいステップを踏むことなく,チャット感覚でHCへ健康

相談ができるよう常に門戸を開けている状態になっている. 

 一方で,HCはHAS参加者の調整をScheduling toolで行う.このScheduling toolで

は,HASの中でどのような専門知識を持った方が,いつ議論への参加が可能かを

見ながら参加者を吟味し,参加依頼をかけていく.そうなると事前の想定として

必ず「HASが参加可能な日時を事前登録しておく」という事前準備の追加が必

要であり,図4-3の赤枠の通り修正が必要となる. 

 

図 4-3Preparationユースケースの修正 
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4.1.6 HCが会議を開催する機能,HCが議論をファシリテートする機能,HCが

議論を終了する機能 

HCが議論を開始した後 ,HCは図4-4のように会議開催日程の通りにWeb 

meeting toolを活用して会議を開始し,議論をファシリテートする.こうした議論

の流れをユーザーの健康特性に合わせてアレンジしていく力も,HCに求めら

れる能力であることがわかる.前述している内容も合わせると,HCは個人を深

く理解する力を持ち,ユーザーが欲しい情報を察知し,それらの情報をHASから

引き出すために議論をリードしていくことが求められる.そして,事前に決めら

れた時間内でHCのファシリテートによって議論は終了する. 

 

図 4-4 HCが会議を開催する機能,HCが議論をファシリテートする機能,HCが議論を終了する機能の範囲 
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4.1.7 HCが議論をまとめる機能,HCがアクションプランを作成する機能 

 HCがユーザーに対して行う支援の中で,最も重要な位置付けの支援の一つ

が,この図4-5の赤枠で示している通り議論をまとめて,アクションプランを書

き起こし,ユーザーへ提示することである.議論をまとめる理由としてはあくま

で,ユーザーが得ている情報を記録しておくことにあり,アクションプランはそ

の中の重要かつ具体的な行動エッセンスを抽出することにある.まさにこここ

そが,HCの腕の見せ所となる. 

 

図 4-5  議論をまとめる機能,HCがアクションプランを作成する機能 
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4.1.8 ユーザーが健康行動の意思決定を選択する機能,HC /HASがユーザーの

意思決定に対してコメントする機能,HCがユーザーへ”Self-

Determination”を発行する機能 

ユーザーが意思決定を行い,その意思決定を“Self-Determination”として記録し

ていく.ここであえて記録に残す理由は,自らの意志決定を後から振り返ること

ができ,他の権威でも誰でもない自分の健康の責任を自分で追っている自由さを

表現するためである.ここで,図 4-6のように,Self-Determinationはデータベース

に保存されておく必要があるため,赤枠部分を追加する. 

 

図 4-6 Self-Determination発行に関するシーケンス図（修正） 
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4.1.9 HC /HASが取組状況を確認する機能,HC /HASがユーザーのコメントを

する機能 

ユーザーがSelf-Determination に従って行動を起こしたのちに,HC が取り組

み状況に関するヒアリングを開始し,ユーザーの取り組みが成功しているのか,

あるいは失敗しているのかを確認する.成功している場合には,激励のコメント

を行うだけであるが,失敗している場合には複数のパターン理由が考えられる.

そもそも相談時にHASから得ている情報が正しくない場合,あるいはHASの情

報は正しいがユーザーが行動できていない場合,行動しているものの成果につ

ながっていない場合などが大きく考えられる.そうした状況を確認し,コメント

を交わすのがこれらの機能になる. 

 

図 4-7 HC /HASが取組状況を確認する機能,HC /HASがユーザーのコメントをする機能の範囲 
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4.1.10 ユーザーが再度健康相談を行う機能 

ユーザーは,フォローアップ時に思うような結果が得られない場合に,再度,図 4-8

のように HCへの相談を行うことができる必要があるため,図中の赤枠部分を追

加する.その場合には Consult & Decide Actionのユースケースへ戻り,同様に健康

相談から改めて開始する. 

 

図 4-8 ユーザーが再度健康相談を行う機能の修正 
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4.1.11 ユーザーと HASが相互に評価を行う機能 

ユーザーの取り組み結果についてフォローアップが完了した後に,ユーザーと

HASは相互に評価を行う.評価については,具体的にハートマークやいいねボタ

ンのように二元的な評価を行うか,あるいは５段階評価といったような多元的

な評価を行うかを検討する必要がある.現段階の仮説としてはユーザーとHAS

同士では二元的な評価を行い,図4-9の赤枠に記載しているHAS同士での評価

を加え,こちらは有識者同士で５段階評価を行うことによりHAS同士が監視し

合い質の担保につながるのではないかと考えている. 

 

図 4-9 ユーザーと HASが相互に評価を行う機能 
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4.2 アーキテクチャに基づくインタビューによる妥当性確認 

4.2.1 薬剤師へのヒアリング検証 

HASSにおけるHAS参加の実現性,健康相談の概況について,薬剤師の大城氏に

ヒアリングを行い,下記のようなコメントをいただいた. 

 

・HASへ参加するメリットとして,薬剤師は眠っている資格ホルダーが多い

ことからそれらの方々の活躍の場としてのポテンシャルを持っていると考

えられる. 

・HASがUserを理解するためのコミュニケーションコストが気になるが,総

合的な健康情報を理解しているHCの存在によって緩和されるのではないか

. 

・課題としては,薬剤師は国家資格でもあることから,知識だけでなく国家資

格を持つ「PRO」とそれ以外の「一般有識者」で分けるなど,発言の妥当性や

信頼性に重みづけが必要ではないか. 

・生活者は日常生活の中で健康を含めた相談を行うYahoo！知恵袋などの相

談プラットフォームを利用していることがある.こうしたサービスとの差別

化が求められる. 

 

ここで得た気づきとして,薬剤師に関わらず専門性による分類や,専門性の深さ

についてはユーザーのために必要だと思っていたが,各専門家の自尊心やモチ

ベーションに関わってくることがわかった.つまり,HASの登録ステータスに「

国家資格保有」などのプロフェッショナルランクをつけることを検討していく

必要がある.一方で,あまりに権威主義的な介入とならないようあくまで特定の

専門領域に関するプロフェッショナルであることをしますなど,HAS内で権威

を振るってしまうような絶対的な存在を作らないよう気をつけたい. 
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4.2.2 消費者購買への健康データ利活用および専門家介入に取り組む有識者へ

のヒアリング検証 

 大手SIerにて購買と健康データの関係性に関する取り組みをリードする畑

野氏にパーソナルデータの利活用と専門家介入に関するヒアリングを行った.

生活者が自身の健康状態を認識することで,購買意識などに行動変容が現れる

可能性について実証によって少しずつ理解が進んできているが,パーソナルデ

ータを活用していく上で,「収集・分析・提案・アクション」の４段階でそれぞ

れ下記の課題があると畑野氏は言う. 

 

 まず「収集」においては,個人の健康データを集めること自体が一般的では

なかったが,健康データを収集し,管理するサービスが出てきていることにより

,健康データと購買の検証が可能になってきた.その一方で,必要な情報を得る

デバイスコスト,測定頻度の設定,習慣化などが課題となる. 

 次に「分析」については,ごく一部の結論に結びつけることはでき始めてい

るものの,健康を総合的に分析するのは極めて難しい.例えば,高齢者のフレイ

ル,栄養,メンタルといったように分野を限定し,さらにはペルソナ設定するな

どの対象者の限定が必要となることから,一定の集団や分野に対する分析を重

ねていくことで少しずつ網羅性が増していくと考える必要がある. 

 続いて,「提案」については,提案を実施するタイミングや提案の仕方,さらに

はそこに正確性が求められる.特に,正確性については2021年3月に厚生労働省

から発表されたプログラムの医療機器該当性に関するガイドラインをはじめ

とした法律面を遵守していく必要があり,生活者に決して誤認を与えない範囲

を事業者側がしっかりと責任を持って検討する必要がある. 

 「アクション」について,ナッジ理論を用いるなど生活者のインセンティブ

設計が極めて重要であり,「誰に対して,どのような介入を行ったときに,どのよ

うな行動変容が現れるか」について仮説を立てて,検証を行うことで明らかに

しようとしている段階にいる. 

 こられのように,パーソナルデータの利活用における課題は「収集・分析・提

案・アクション」の各ステージにバラバラと存在しているが,一つ一つの課題
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をクリアし,小さな領域を広げていくことで前進しているのが現状である. 

加えて,HASSの実現性については健康相談の「総合性」が極めて難しいことか

ら,複数の専門性を持った有識者がHASとして会することよって網羅性を高め

ようとするのは非常に有効なのではないか.一方で, Health ConciergeやHealth 

Action Supporterについて,全てを人間の力で実現するのではなく,選択式の問診

などにより,ある程度頻度の高い“よくある質問”についてはスクリーニングを

行い,必要な場合に有識者との議論を行う等,段階を設定する方がユーザーとシ

ステムの互いにとってメリットがある可能性もある. 

 

 こうした貴重なコメントから,健康データを活用する各ステップにおいて生

活者目線を中心とした課題,取り組みスコープとステップ設計に関する課題が

あることがわかる.そして最も重要な点として,健康相談という幅広い生活者

の課題に対応するための総合性担保の重要性があげられ,更には,ここにこそ

人間の温かみとデジタルの持つ正確性が協働する価値があるのではないかと

いうアドバイスをいただいた.改めて,シーケン図を修正すると下記のように

表すことができる.  
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第5章 結論 

本研究では,日本の医療費増大の根本には日本人の低いヘルスリテラシーが

関係しているという考えのもとで,健康に関する意思決定を有識者と議論しな

がら行うことが可能な新たなシステムとしてHealth Action Support  System（

HASS）について定義した. 

（1）コンセプト定義 

コンセプト定義では,健康維持について自ら意思決定を行うフローの中で,日

本に不足している環境について先行研究や調査報告書などを参考に,HASSに

求められる機能性について考察を行った. 

その中で重要な観点として,インターネット上に溢れる情報では,それが自分自

身の健康維持にどれだけ影響のあるものか,あるいは真偽を含めて情報を収集

するのと同時に理解し,評価を行うことが重要となる.これを実現するために必

要なものが「Narrativeさ」である.つまり,その個人について対話を通じた深い

理解をベースにしていなければ,たとえ医師であってもその個人に最適な情報

提供,アドバイスを行うことはできない.このNarrativeさを機能とするために

,HASSの中にはHealth Conciergeが存在し,日ごろからパーソナルデータの収集

や悩みごとの相談を総合的かつ一元的に行う. 

次に,意思決定を行う際にはあくまで誰かの判断ではなく,自らが意思決定を

行い,それを宣言することによって,自由と責任を獲得し,自らの健康と幸せを

手に入れるということが併せて重要となる .これをHASSの中では「Self-

Determination」として定義し,発行という形で可視化をすることによって実現し

ている. 

そして最後に,こうしたHASSが目指す姿として,有識者から得た学びや感謝を

自分自身も伝える側（HAS）になり,健康に対する考え方を皆が議論し,学び合

うコミュニティ形成がある.つまり,短期的な支援ツールではなく長期的に“互

助”の機能を有することを目指すために,相互評価機能として定義を行った. 
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（2）アーキテクチャ定義 

 定義したコンセプトに基づき,HASSのコンテキストおよびHASSの構成要素

について定義を行った.またHASSの運用ステージを３つに分け,それぞれの具

体的なユースケース図およびシーケンス図作成により,構成要素間の振る舞い

についての記述を行った.各ステージにおいて必要な機能とHASSの振る舞い

については,データ利活用に関する規制や,プラットフォームサービスの登場

,HCやHASのAI化など,外部要因に関する今後の課題についても論じた. 

（3）妥当性の確認 

 システム要求に対するアーキテクチャの設計が要求を満たしているか,ある

いはアーキテクチャを定義したことによって,システム要求を改めて再考しな

ければならないことはないかといった点で,要求と機能の比較検証を行った. 

また,定義したコンセプトやアーキテクチャについて専門家へインタビューを

行い,HASSの実現性やメリット・デメリットについて意見をいただいた. 

結論として,比較検証についてはそれぞれの機能ごとに要求の背景や,今後の見

通しなどを含めた検討課題がより具体的に抽出することができた.また,ヒアリ

ングによる妥当性確認については,パーソナルデータを活用したNarrativeな理

解と複数の専門性が交わる場を創造することには極めて価値が高いことが示

唆された.一方で,有識者といえども,生活者同士が健康のテーマで互いのヘル

スリテラシーを引き上げるため,「信頼性」「公平性」を担保していくための設

計を緻密に行っていかなければならないことや,プログラム医療機器,あるいは

データ利活用,将来的なAI活用など,デジタルを道具として使うほどに正確性や

倫理観を加味した設計が必要となるなど次世代を見据えた課題が多く存在す

ることがわかった. 

そうしたことを考慮し,しっかりとリアル店舗などで目の前の一人を支援し

ていくことを最重要に考えていきたい.また,ユーザーをNarrativeに理解するこ

とに重きを置き,対話型をベースにしていることから「コミュニケーションコ

スト」がかかりすぎるのではないかという課題も上がってきている.これらの

検討にあたっては,人間を介すことによる信頼性とデジタルを活用することに
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よる正確性を組み合わせるという畑野氏のコメントが有効と考える.それらを

緻密に組み合わせていくことによってHASSが活用され,ユーザーのヘルスリ

テラシーを向上させ,医師にかかる前にHASSを活用することによって医療費

削減に寄与できるのではないかと考える. 

（4）最後に 

本研究により,HASSのコンセプト定義,アーキテクチャ定義,そしてその妥当

性確認を行なったが,健康の概念そのものが極めて幅広く,尚且つ個人の意識

の中に内在するものであることから,総合的な健康相談を実現することの難易

度は非常に高いことがわかる.一方で,人間とデジタルが補完し合うことによ

って総合性を高めることについては,検証により兆しが見えつつある. 

HASSの実現によって,生活者への深い理解と幅広い専門性を兼ね揃えた相談

機会を創出し,日本人のヘルスリテラシーを日本人の相互の協力によって向上

することで健康維持が連鎖する世界を実現していきたい. 
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